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 次  第  

 

議題１ 盛土対策連絡会議運営要領の改正 

 

 

議題２ 盛土規制法の運用状況について 

１ 盛土規制法の概要 

２ 盛土規制法の審査状況等 

３ 施行主体の取組事例等 

 

議題３ 盛土総点検箇所のその後の対応について 

    １ 盛土総点検後の是正状況 

２ 出水期前点検と大雨の後の対応 
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令和７年度 盛土対策連絡会議

令和８年３月２３日

盛土対策連絡会議

議題１ 盛土対策連絡会議運営要領の改正

○ 所掌事務（第３条）を次のとおり改正

（案）

旧新

（所掌事務）
第３条 会議は、次に掲げる議題を扱う。
(1) 神奈川県内の盛土対策に関する
連絡調整

(2) 令和３年度に実施した盛土総点検
で明らかになった問題箇所の是正対応

(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法の
施行に向けた調整

(4) その他盛土対策に関し調整を要す
る事項

（所掌事務）
第３条 会議は、次に掲げる議題を扱う。
(1) 神奈川県内の盛土対策に関する
連絡調整

(2) 令和３年度に実施した盛土総点検
で明らかになった問題箇所の是正対応

(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法の
運用に伴う調整

(4) その他盛土対策に関し調整を要する
事項
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１ 盛土規制法の概要

２ 盛土規制法の審査状況等

３ 施行主体の取組事例等

議題２ 盛土規制法の運用状況について

2

１ 盛土規制法の概要

令和３年７月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、国は、土
地の用途にかかわらず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制す
るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正。

令和５年５月、「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称:盛土規制
法）を施行。県内では、令和７年４月に盛土規制法に基づく区域指定と
ともに規制を開始。

（出典）国土交通省資料

（１）経緯

3
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１ 盛土規制法の概要

ア 都道府県等が基礎調査を実施し、盛土等の崩落により人家等に
被害を及ぼしうるエリアを、関係市町村の意見を聴いた上で、規
制区域（宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域）として
指定

イ 規制区域内で行われる盛土等については、都道府県知事等の許
可等が必要

ウ 規制区域内の盛土等が行われた土地では、土地所有者等が盛土
等を安全な状態に維持する責務を負うなど、責任の所在を明確化

エ 命令違反等に対する抑止力として機能するよう、罰則を高い水
準に強化

（２）法改正の主なポイント
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１ 盛土規制法の概要
（３）規制区域の概要

5
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１ 盛土規制法の概要

R7. 4. 1 横浜市全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定

（４）規制区域（横浜市）

6

１ 盛土規制法の概要

R7. 4. 1 川崎市全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定

（４）規制区域（川崎市）
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１ 盛土規制法の概要

R7. 4. 1 相模原市全域を下図のとおり規制区域として指定

（４）規制区域（相模原市）

8

１ 盛土規制法の概要

R7. 4. 1 横須賀市全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定

（４）規制区域（横須賀市）
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１ 盛土規制法の概要

R7. 4. 1 神奈川県所管全域を下図のとおり規制区域として指定

（４）規制区域（神奈川県）

10

面積

１ 盛土規制法の概要

■土地の形質の変更（盛土・切土）
⑤盛土又は切土を

する土地の面積
が500㎡超とな
るもの
（①～④を除く）

④盛土で高さが
２ｍ超となるも
の
（①、③を除く）

③盛土と切土を同
時に行い、高さ
が２ｍ超の崖を
生ずるもの
（①、②を除く）

②切土で高さが
２ｍ超の崖を
生ずるもの

①盛土で高さが
１ｍ超の崖を
生ずるもの

面積
高さ

盛土

切土
高さ

切土
高さ

盛土

高さ

盛土
（崖を生じないもの）

盛土
切土

（盛土又は切土のみの場合も含む）

■一時的な土石の堆積

⑦最大時に堆積する面積が500㎡超となるもの⑥最大時に堆積する高さが２ｍ超かつ面積が
300㎡超となるもの

高さ

高さ

面積

11

（５）許可を要する工事（宅地造成等工事規制区域内）
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１ 盛土規制法の概要

⑤盛土又は切
土をする土
地の面積が
3,000㎡超
となるもの

（①～④を除く）

④盛土で高さ
が５ｍ超と
なるもの

（①、③を除く）

③盛土と切土を同
時に行い、高さ
が５ｍ超の崖を
生ずるもの
（①、②を除く）

②切土で高さ
が５ｍ超の
崖を生ずる
もの

①盛土で高さ
が２ｍ超の
崖を生ずる
もの

法

500㎡超
※宅造区域と同水準

２ｍ超
※宅造区域と同水準

２ｍ超
※宅造区域と同水準

２ｍ超
※宅造区域と同水準

１ｍ超
※宅造区域と同水準神奈川県

500㎡超
※宅造区域と同水準

法のとおり法のとおり法のとおり法のとおり相模原市

■土地の形質の変更（盛土・切土）

■一時的な土石の堆積
⑦最大時に堆積する面積が3,000㎡超

となるもの
⑥最大時に堆積する高さが５ｍ超かつ

面積が1,500㎡超となるもの法

500㎡超
※宅造区域と同水準

２ｍ超かつ面積が300㎡超
※宅造区域と同水準

神奈川県

500㎡超
※宅造区域と同水準

法のとおり相模原市

（５）許可を要する工事（特定盛土等規制区域内）

12

１ 盛土規制法の概要

県土砂条例

盛土規制法

存続 ①搬出処理計画の作成・届出
廃止 ②土砂埋立行為の許可
廃止 ③土砂搬入禁止区域の指定

＜R7.４.１～ ＞＜条例改正前＞

（６）関係法令①:県土砂条例による不法盛土の防止
盛土規制法に、土砂の移動を把握・規制する制度はない

県土砂条例に基づく事前の届出制度を全県域で存続

【事前届出（搬出処理計画）制度】
事前に届出を受け、「搬出先が必要な許可等を得ているか」
チェック・指導することにより 不法盛土を未然に防止

13
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１ 盛土規制法の概要

「盛土規制法」により、開発許可を受けた場合、盛土規制法の

許可を受けたものと“みなす”扱いとなった

（法第15条第２項・第34条第２項）

【みなし許可の場合】

都市計画法だけでなく、盛土規制法の技術基準や一部手続

（標識設置、定期報告、中間検査等）が適用される

（６）関係法令②:都市計画法による開発許可の扱い

14

２ 盛土規制法の審査状況等
（１）県内 各施行主体の許可状況

みなし許可盛土規制法許可施行主体

111件
（開発許可349件）

35件神奈川県

86件
（開発許可124件）

119件横浜市

36件
（開発許可51件）

21件川崎市

10件
（開発許可43件）

2件相模原市

10件
（開発許可23件）

8件横須賀市

5件
（開発許可11件）

4件鎌倉市

258件
（開発許可601件）

189件
（「一時堆積案件」 無し）

合計

• R7.4～R8.1までの許可件数

15
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２ 盛土規制法の審査状況等

行政代執行
（20・39条）

改善命令
（23・42条）

勧告
（22②・41②）

監督処分
（20・39条）

報告徴収
（25・44条）

立入検査
（24・43条）

施行主体

001000神奈川県

000000横浜市

000000川崎市

000000相模原市

004099横須賀市

000000鎌倉市

005099合計

（２）県内 各施行主体の指導状況

• R7.4～R8.1までの指導件数（任意の行政指導を除く）

16

２ 盛土規制法の審査状況等

湯河原町
２件

真鶴町
0件

小田原市
20件

箱根町
8件

南足柄市
3件

平塚市
19件

大磯町
２件二宮町

5件

中井町
3件

大井町
２件

開成町
3件

松田町
1件

山北町
２件 秦野市

28件
伊勢原市
21件

清川村
0件

厚木市
26件

愛川町
5件

寒川町
4件

茅ケ崎市
18件

藤沢市
30件

鎌倉市
3件

逗子市
0件

葉山町
3件

横須賀市
１２件

三浦市
7件

横浜市
５２件

海老名市
30件

座間市
4件

綾瀬市
12件

大和市
10件

川崎市
１３件

相模原市
７７件

（３）既着手届の提出状況

17

16
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３ 施行主体の取組事例等

地元市より「隣接市で不法盛土をくり返す業者が当市内で新たに盛土する土地を
物色しており 地権者に接触中」との情報提供あり
⇒ 県と市で交互に周辺パトロール実施し、監視を強化
⇒ 関係部局にも情報提供、県と市で連携して地権者等に注意喚起を行い、

不適切な盛土を未然に防止した

地権者
業者

市 県（盛土部局）

市（関係部局）

①早期の情報提供

③情報共有

④県と市が連携して
地権者に注意喚起

②県と市が交互
パトロール

県（関係部局）

（１）県の取組:地元市との連携により危険盛土を未然防止

18

盛土規制法では 土地の所有者等にも宅地造成等に伴う災害を防止する責務を
負わせており「改善命令」等の対象
⇒ 県ホームページに地権者向け啓発資料を掲載し、相談を呼びかけている

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/morido/moridounyou.html）

３ 施行主体の取組事例等
（１）県の取組:地権者に対する周知・啓発

19

18

19
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（２）横浜市における取組み（手続き等のDX推進）
これまで許可申請手続きは、全て紙面にて窓口で対応

⇒市民・事業者の利便性向上等を目的にDXを推進
＃1.盛土規制法の周辺住民への周知の規定
⇒既存の独自条例（開発調整条例）を周知方法として位置付け

・計画を本市HPのシステムにて公開
・現地の標識（２次元コード）等

で周辺住民は計画を確認!

３ 施行主体の取組事例等

20

＃3.R8年度以降の取組み
・許可要否の事前相談のオンライン化
・許可申請のオンライン化に向けた検討

適用可能な部分から、オンライン申請化の取組を進めていき、最終的には、
盛土規制法（都市計画法 開発許可含む）手続き全体のDXの推進を図ります。

（２）横浜市における取組み（手続き等のDX推進）
＃2.盛土規制法の許可の公表

⇒本市、地図情報システム
にて公開

３ 施行主体の取組事例等

21

20
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（３）川崎市における取組み:パンフレットによる周知・啓発

P1 P２

３ 施行主体の取組事例等

• 令和７年４月１日運用開始に伴い作成し、HPでの公開や窓口配架を実施中（説明会や町会への
事前説明でも使用）

• 業者だけでなく、一般の方でも端的でわかりやすい内容となるよう作成（A3二つ折りの両面印刷）

22

P３ P４

３ 施行主体の取組事例等
（３）川崎市における取組み:パンフレットによる周知・啓発

23
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令和７年４月１日より 会計年度任用職員２名（県警OB１名含む）採用し、週４回
市内全域でパトロールを実施中です。パトロールカーにはマグネットシートを貼付
け、人目を引くような工夫をしています。

適宜、パトロールルートの見直しを行うことで監視及び周知の最適化を図ってます!

・現在のパトロール方針
『市内の不法・危険盛土及び既存盛土箇所の監視等パトロールを

実施。新たな盛土等の早期発見に向けた取組みを進めるとともに、
パトロールを通じて地域に盛土規制のPRを行う』

マグネットシートを貼付（パトロールカー）

定期パトロールの一例

（４）相模原市における取組み:定期パトロールについて
３ 施行主体の取組事例等

24

• 市内全域を盛土規制法にもとづく「宅地造成等工事規制区域」に指定。ただし、
元々、法施行前から、市域の約８割を旧法「宅地造成工事規制区域」に指定済み

• 下表のとおり、盛土規制法適用案件の約半数は開発許可による「みなし許可」
⇒開発許可と並行して審査

（従来のホームページを拡張、『宅地造成等の手引き』を改正）

（５）横須賀市の運用状況

３ 施行主体の取組事例等

横須賀市宅地審査防災課HP

みなし許可
（開発許可）

盛土規制法
許可

―

（開発許可14件）

１１件R６年度（旧宅造法）

１０件

（開発許可23件）
８件R７.４ ～R８.１

25

24

25



14

１ 盛土総点検後の是正状況

２ 出水期前点検と大雨の後の
対応

議題３ 盛土総点検箇所のその後の対応
について

26

※ １箇所が複数に該当する箇所もあるため、①～④の合計と一致しない

■盛土総点検結果（令和４年３月公表）

１ 盛土総点検後の是正状況
• 令和３年７月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、全国で盛土の総

点検を実施
• 本県では、6,535箇所の盛土を点検し、そのうち、50箇所で是正措置が必要

な盛土が判明

④禁止事項に
該当

③災害防止措置
が不十分

②手続と現地
の不一致

①許可・届出
等の不備

530252950総点検結果

■盛土総点検後の是正状況（令和８年２月末）

措置が必要
な箇所数

④禁止事項に
該当

③災害防止措
置が不十分

②手続と現地
の不一致

①許可・届出
等の不備

3952016是正完了
22120934是正指導中

措置が必要
な箇所数

2727

26
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２ 出水期前点検と大雨の後の対応

出水期を迎えるにあたり、安全対策に万全を期すため、
盛土対策連絡会議運営要領第３条をふまえて、県内独自の
取組として、災害防止措置が不十分な盛土について、令和
４～７年度と同様に、令和８年度も点検等をお願いします。

（１）出水期前点検

28

２ 出水期前点検と大雨の後の対応

また、災害防止措置が不十分な盛土について、引き続き、
大雨等の状況に応じて、適宜、現場確認をお願いします。

なお、特に、土砂災害警戒情報が発令された地域内の災
害防止措置が不十分な盛土については、現場確認及び報告
をお願いします。

＜令和４年度の実績＞
・台風第８号（８月13日）
・台風第15号（９月23～24日）

＜令和５年度の実績＞
・台風第２号（６月２日）

＜令和６年度の実績＞
・台風第10号（8月27～31日）

＜令和７年度の実績＞
・大雨（８月10日）
・台風第15号（９月５日）

（２）大雨の後の対応

29

28
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